
 

 
徳島県経営者協会・徳島県社会保険労務士会 

判例を通じて労働関係法令を学ぶ実務に即した研修 

 令和６年度 徳島 労働法実践セミナー 参加者募集 
  

労働問題に精通し、数多くの労働裁判を手がけられている弁護を講師陣に迎え、労働判例から見た労務管

理の留意点や関連法改正などについて詳細に解説していただきます。 

 企業の経営者や人事労務部門のスタッフ、更には企業を指導する社会保険労務士の方まで、全ての方

にお役に立つものと存じますので、是非ともご参加くださいますようご案内申し上げます。 

※ 内容・講師等を変更する場合があります。 

開催日 テーマ 講  師 

第

１

回 

トラブルを拡大させない実践的な初期対応 寺前総合法律事務所 

 
パートナー弁護士 

岡崎 教行 弁護士 

５月２４日 

（金） 

 

・企業が、社労士、弁護士に相談するタイミング 

・各種行政機関、弁護士、労働組合等に対する初期

対応 

・裁判、労働審判、仮処分が起きた場合の初期対応 

 

第

２

回 

自覚なきハラスメントを防ぐ!チェックリスト等を用いたパワハラ・

セクハラ等予防・対応実務 

杜若経営法律事務所 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナー弁護士 

    向井 蘭 弁護士 

７月１６日

（火） 

・ほとんどの加害者に自覚はない 加害者に自覚を

促すには何をしたらよいか 

・形式的には発言を正そうとしても実効性はない 

 日常業務で何に心掛ければよいか 

・ハラスメント判断の難しさ 

・ハラスメントチェックリスト 

第

３

回 

新しい時代の働き方と労働時間 弁護士法人淀屋橋・山上合同 

        

パートナー弁護士 

渡邊 徹 弁護士 

９月１８日

（水） 

・新時代の「労働時間」～客観説からの脱却？ 

・テレワークと労働時間 

・兼業・副業と労働時間 

・2024年問題と労働時間 

・固定残業代の現在と今後   等 

第

４

回 

メンタルヘルス不調にまつわるトラブルの円満解決の実践的手法 弁護士法人 

咲くやこの花法律事務所 

 
代表弁護士 

 西川 暢春 弁護士 

１１月１３日

（水） 

 

・私傷病休職・復職をめぐるトラブルの円満解決の

ポイント 

・診断内容別の復職可否の判断基準 

・メンタルヘルス不調について労災主張がある場合

の労基署対応のポイント 

・メンタルヘルス不調対応に関連する就業規則の整

備における留意点 

 

  会 場 : 徳島経済産業会館（KIZUNA プラザ）３階会議室 

  時 間 : １３：３０～１６：３０ 



 

 
徳島県経営者協会・徳島県社会保険労務士会 

判例を通じて労働関係法令を学ぶ実務に即した研修 

氏 名 略 歴 活動内容等 

岡崎 教行 弁護士 

(Noriyuki Okazaki) 

平成 12 年 法政大学法学部卒業  

平成 14 年 法政大学大学院卒業 

平成 15 年 弁護士登録（第一東京弁護士会） 

平成 29 年 中小企業診断士登録 

現在 寺前総合法律事務所パートナー弁護士 

使用者側労働法務に特化した法律事務所のパート

ナー弁護士。法廷、講演、執筆活動などに幅広く活

躍されている。経営法曹会議会員弁護士 

著書「コロナ恐慌後も生き残るための労働条件変

更・人員整理の実務」など 

向井 蘭 弁護士 

(Ran Mukai) 

平成 19 年 東北大学法学部卒業 

平成 15 年 弁護士登録(第一東京弁護士会) 

狩野法律事務所 

(現・杜若経営法律事務所 入所)  

平成 21 年 同事務所パートナー弁護士 

労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件

を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。

法廷、講演、執筆活動などに幅広く活躍されてい

る。経営法曹会議会員弁護士 

著書「管理職のためのハラスメント予防＆対応ブ

ック」など 

渡邊 徹 弁護士 

(Toru Watanabe) 

平成 19 年 京都大学法学部卒業 

平成 11 年 弁護士登録(修習 51 期) 

弁護士法人淀屋橋・山上合同事務所入所  

現在 同事務所パートナー弁護士 

労働法分野における使用者側弁護士として幅広く

活躍されている。 

大阪弁護士会労働問題特別委員会(令和 3 年度・ 

4 年度委員長)、日本弁護士連合会労働法制委員

会(事務局)、経営法曹会議(幹事)。 

 

 

 

西川 暢春 弁護士 

(Nobuharu Nishikawa） 

 

昭和 55 年 奈良県に生まれる 

平成 10 年 私立大阪星光学院高等学校卒業                                 

平成 14 年 東京大学法学部卒業（大学時代はヨット部で活動） 

平成 15 年 司法試験合格 

平成 16 年 最高裁判所司法修習生 

平成 17 年 弁護士登録（大阪弁護士会） 

平成 22 年 咲くやこの花法律事務所開設 

現在 同事務所代表弁護士 

使用者側弁護士として労務管理の分野を中心に、法

廷、講演、執筆活動、また YouTube でも活躍されてい

る。事務所顧問先は約 550 社を有す。著書 「問題社

員トラブル円満解決の実践的手法〜訴訟発展リスク

を 9 割減らせる退職勧奨の進め方」（令和 3 年）、

「労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書

式作成ハンドブック」（令和 5 年）、現在は労使トラ

ブル円満解決についての新刊書籍を執筆中 

 

 

 
 
 

 ＦＡＸ０８８－６２５－７８９８                申込：令和６年  月  日 

徳島県経営者協会 行き                    申込締切：令和６年 5 月 10 日     

参加申込書 

会 社 

団体名 

 経協会員・社労士会員・会員以外 

（○をお付け下さい） 

所在地 〒 

申 込 

責任者 

所属・役職 TEL（   ）  － 

氏名 FAX（   ）  － 

参 加 者 氏 名 所 属 ・ 役 職 

  

  

  

個人情報の取り扱い 
参加申込書記載の情報につきましては、本研究会に関わるご連絡、参加者名簿の作成など運営上の管理、ならびに当協会が主催・実

施する各事業におけるサービスの提供や事業のご案内のために利用させていただきます。 

 お 申 し 込 み に あ た っ て  

１ 参加申込書をＦＡＸかメールでお送り下さるか、徳島県経営者協会ホームページよりお申込みください。後日、会費請求書・会場案

内図を郵送いたします。 

２ 会費は請求書に同封の振込用紙（振込手数料は不要）でお振り込み下さい（会費は消費税対象外の不課税の取り扱いとなります。)  

３ 参加出来ない回がある場合は、代理の方の参加をお願いします。会費の返却はいたしかねます 
 

 お問い合わせ先 
 

 

徳島県経営者協会  〒770-0865  徳島市南末広町５番８－８号  徳島経済産業会館３階 

ＴＥＬ ０８８－６２５－７７０１       ＦＡＸ ０８８－６２５－７８９８ 

E-mail t-keikyo@tokushima-keikyo.com    https://www.tokushima-keikyo.com 

  

 

 

会 費 １名様  会員 ２０,０００円  会員以外 ３０,０００円  （単講座受講 ７,５００円） 

※会員とは、徳島県経営者協会、徳島県社会保険労務士会会員をいいます。 会員外９,５００円 

定 員  ５０名 （定員になり次第締め切らせていただきます。） 

mailto:t-keikyo@tokushima-keikyo.com

